
広域スポーツセンターの役割  

 

県民の誰もが、いつでも、いつまでもスポーツに気軽に親しむことができる生涯スポーツ社会を

実現するために、地域住民が主体的に運営する「総合型地域スポーツクラブ」の創設・育成が望ま

れています。 

そのため、県では、広域スポーツセンターをスポーツ健康課内に設置、指導員を配置して、総合

型地域スポーツクラブの設立・運営への支援や啓発、情報ネットワークづくりなどを行っています。 

 

●青森県広域スポーツセンターと市町村との関係 

 

 

 

平成２３年度事業計画 

 

〔１〕市町村・クラブ巡回訪問 

総合型地域スポーツクラブ設立に取り組む市町村やクラブ等を訪問し、各種支援活動を行

います。 

１． 未育成市町村への普及・啓発活動 

２． 総合型地域スポーツクラブ創設支援 

３． 設立済みクラブ巡回訪問 

〔２〕出前講座の開催（随時） 

    クラブ設立に取り組む市町村からの要請に応じ、当該市町村等が実施する研修会・会議等 

   に青森県広域スポーツセンター指導員が出向き、講演やグループワーク等を行います。 

    以下のテーマのほか、地域の実情にあわせた講演テーマの設定が可能ですので、ご希望の 

   際は、気軽にお問い合わせください。 

    例）「総合型地域スポーツクラブについて」「地域の実情に応じたクラブの形態」 

     「円滑なクラブ運営」「住民主体のクラブづくり」「青少年のスポーツ環境の変化」等 

１市町村・クラブ巡回訪問 

２出前講座の開催 

３情報ネットワークの構築・運営 

４設立・育成に向けた窓口相談 

５クラブ間の交流及び連携の促進 

１地域の現状把握 

２住民のニーズの把握 

３住民やスポーツ団体への啓発 

４クラブ設立に向けた共通理解 

総合型地域スポーツクラブの育成・設立 

地域スポーツの活性化 

支援・助言 

情報交換 

青森県広域スポーツセンター 市 町 村  



 

〔３〕クラブ間交流及び連携の促進    

クラブ間で研修等の交流を行うことにより、相互の情報を共有し、新たなプログラム等の

研究・開発へつなげる。また、既存のクラブや設立準備中の団体が連携したプログラムを実

施することにより、クラブマネジャー等運営スタッフの指導力向上を図るとともに、地域住

民や関係団体への理解を深める。 

 

〔４〕設立・育成に向けた窓口相談 

総合型地域スポーツクラブの設立や育成に関する相談などをお受けします。 

電話・電子メール等で気軽にご利用ください。 


